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保険金等の支払管理態勢等に係る業務改善に向けた取組みについて 

 
 弊社では、保険金等のお支払いは保険会社としての基本的かつ最も重要な責務であるこ

とをあらためて強く認識し、保険金等のお支払いに関する管理態勢の強化につき全社をあ

げた取組みを推進しており、その取組み状況を昨年 8 月 8 日付にて、ホームページ上で公

表いたしました。 
  
 このたびは、業務改善に向けた現時点における取組み内容をあらためて別紙のとおりご

報告いたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。 
 弊社といたしましては、今後もこうした再発防止策を着実に実施するとともに、その進

捗状況を定期的に公表することにより、情報開示に努めてまいります。 



保険金等の支払管理態勢等に係る業務改善の取組み状況（平成２１年１月末現在）

（１）漏れなくご請求いただくためのご案内等の充実

（２）お客様の声への対応態勢、お客様の視点に立った商品開発態勢の強化

（３）保険金・給付金を確実にお届けするための支払管理態勢の強化

●支払査定時のチェック体制の強化（複数名で確認を行うチェック態勢の構築）【平成16年6月～】
担当者、責任者、グループリーダーまたは部長による複層チェックを行う態勢としております。

●保険金支払査定時に請求漏れを再確認【平成16年6月～】
死亡診断書・入院証明書について、経過欄を含めて複数名で精査する態勢といたしました。

●不払い決定を行う際に、コンプライアンス部が全件確認【平成18年8月～】
不払い決定を行う際には、事前にコンプライアンス部が妥当性を確認する態勢といたしました。

●生命保険支払専門士試験制度を活用した査定能力の向上【平成19年度～】
平成19年度は2名、平成20年度は3名が合格し、生命保険支払専門士は５名となりました。

●オペレーション部内に「支払審議チーム」を設置【平成19年4月】
保険金支払管理部門から独立した立場で、月単位に保険金・給付金の取扱い案件全件を事後点検しております。

●外部委員（弁護士及び医師）を含む「支払審査会」の設置【平成19年4月】

●「オペレーション部保険金グループ」の独立・設置による組織強化【平成19年7月】
保険金等のお支払を担当するグループを、オペレーション部保全グループから独立させ、組織強化を図りました。

●失効契約にかかる解約返戻金の自動送金スキームの導入【平成19年10月～】
復活可能期間を経過した案件を対象とし、自動返金するスキームを導入いたしました。

●事務対応マニュアルの改定【平成20年3月】
平成20年3月に全面的に見直しを実施し、以降　随時必要に応じた改定を行ってきております。

●給付金支払事案の高度障害該当の可能性について全件再検証【平成20年9月】
過去に給付金をお支払した事案が後発的に高度障害に該当する可能性について再検証を行いました。

※　取組み内容とその成果の次回公表は平成２１年８月を予定しています。

２．内部監査態勢等の改善及
び強化

●支払業務全般に関する内部監査の実施【平成１７年度～】
平成17年度以降、内部監査部が年１回支払業務全般について内部監査を実施し、その結果を経営会議･取締役会に報
告しております。
また、保険金支払管理部門に対する内部監査の監査着眼点として、平成１８年度から「案内漏れ防止」の観点を追加し
ております。

１．経営管理（ガバナンス）態
勢の改善および強化

●四半期毎に保険金等の支払・不払い状況を取締役会委員会である「リスク管理委員会」へ報告【平成17年度～】
平成19年4月からは取締役会にも直接報告を行う態勢としております。

●取締役会で「保険金支払査定基準」「給付金支払査定基準」を策定【平成17年7月】
これ以降、直近では平成19年7月に改定を実施し、災害死亡保険金査定判断に関する具体例等を記載しました。

●「お客様の声対応連絡会」の設置【平成18年4月・・・平成20年8月より「お客様の声専門委員会」】
お客さまからの苦情・要望を業務改善に生かす目的で設置いたしました。
平成20年8月より取締役会委員会である「業務品質改善委員会」に属する専門委員会とし、さらに実効性を発揮しうる位
置付けといたしました。それに合わせて「お客様の声専門委員会」へ改称いたしました。

●取締役会委員会として「業務品質改善委員会」の設置【平成19年3月】
お客様の声への対応を含め、業務品質向上に向けた態勢の強化を図るため、設置いたしました。

●「商品開発改廃会議」の設置【平成19年3月】
商品開発・改廃にあたり幅広い部署による確認を行う目的で設置いたしました。

３．保険金等の支払い漏れ等
にかかる再発防止策等の必要
な見直し及び改善

●失効契約全件について再案内の送付【平成19年5月～】
平成19年7月からは失効時に電話及び追加文書によるご案内を開始いたしました。

●支払い漏れ防止及び支払早期化を目的とした請求書未返送案件のご案内強化【平成19年7月～】
請求書未着案件を中心に毎月文書及び電話で提出を勧奨しております。
また、平成20年7月より、お取扱い代理店への連絡を組み込み、請求勧奨に向けての対応を強化しました。

●高度障害に至る可能性のある給付金支払事由事案の精査、確認【平成20年8月～】
高度障害に至る可能性を含む給付金支払事案についてその内容の精査と必要な確認を行うこととしました。

不払いとした事案について、判断の適正性を事後にも再チェックする仕組みとして、現在は原則6ヶ月毎に開催しており
ます。


